
八幡市営住宅等空家入居者

募集案内書（令和８年度）

八幡市役所 建設産業部 住宅管理課



１

　

募 集 概 要

◆

　

受

　

付 期

　

間

　　

令和８年６月１日（月）～６月１９日（金）

◆

　

受

　

付

　

会

　

場

　　

八幡市役所

　

４階 建設産業部

　

住宅管理課

◆

　

受

　

付

　

時

　

間

　　

午前９時～午後４時（正午～午後１時除く）

※ 時間外の受付はできません。

◆

　

受

　

付

　

方

　

法

　　

必要書類を会場に持参してください。
※ 必要書類に不備のない限り代理人による申込みも可能です。

今

　

必

　

要

　

書 類

　　

① 市営住宅等入居申込書にの案内書の後部に添付してあります。）

　　　　　　　　

② 令和８年度市・府民税課税証明書（非課税の方は非課税証明書）

　　　　　　　　　　

※扶養親族を除く申込者全員のマイナンバーカードがあれば不要

　　　　　　　　　　　

もしくは、八幡市に住民登録を行っている方は、個人番号確認書類１点

　　　　　　　　　　

（通知カード・個人番号の記載のある住民票）と

　　　　　　　　　　　

本人確認書類１点（運転免許証・パスポート・顔写真の無い場合は

　　　　　　　　　　

「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」記載のあるもの２点）

　　　　　　　　　　

※ 世帯全体のものが必要です。（扶養親族は除く）

　　　　　　　　　　

※ 通知カードは、デジタル手続法施行日以降に氏名、住所等の記載事項に

　　　　　　　　　　　

変更がない場合又は、変更手続きが取られている場合に限り、利用可。

③申込者と同居親族全員の住民票の写し
※申込者全員のマイナンバーカードがあれば不要

　　　　　　　　

④ 完納証明書（納税義務者全員）

　　　　　　　　　　

※納税義務者全員のマイナンバーカードがあれば不要

　　　　　　　　　

◎

　

②～④は郵送請求が可能です。詳しくは、１１ページを参照してください。

　　　　　　　　

⑤ その他の必要書類

　　　　　　　　　

※当選した場合は課税証明書（非課税証明書）、住民票の写し、完納証明

　　　　　　　　　

書等が必要になります。必要書類が揃わない場合当選は無効になります。
今

　

公 開抽選 日

　　

住宅別に申込者が多数の場合、公開抽選により入居予定者を決定しま

　

及

　

び

　

会

　

場

　　

す。なお、公開抽選日及び会場については後日、対象者に通知します。
※ 申込者が出席できない場合は、代理人を選出してください。

　

また、申込者、代理人ともに出席できない場合は、失格となります。

今

　

入 居 予 定の

　　

入居時期は８月下旬頃を予定しています。
時

　　　　

期

空

　　

家 備

　

考

府営住宅 ３戸 ２団地
内優先入居
対象住戸１戸

市営住宅 ２戸 ２団地

合

　

計 ５戸

今

　

募

　

集

　

す

　

る

住

　　　　

宅

※詳しくは、１３～１６ページを参照してください。
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２

　

申

　

込

　

資

　

格

①

　　

現に同居し、又は同居しようとする親族（事実上婚姻と同様の関係にある人又は婚約者及

　　

びパートナーシップ宣誓者を含む。）がある方。（①～⑦の項日全てに該当すること）

　

○ 入居の際には申込者全員が同時に入居できること。

　

○ 申込み後、申込書記載の同居親族の変更は認められません。

　

○ 同居親族が婚約者である場合は、申込みの月を含め３ヶ月以内に婚姻する方に

　　

限ります。ただし、入居が決定した場合は、婚姻後に入居していただくこととなります。

　

○ 婚約者が変わった場合は、申込みを無効とします。

○ 家族を不自然に分割・同居等の申込みは認められません。

　　

※ 特別の事情がない限り父母、夫婦の分離、兄弟入居は認められません。

　

○ 内縁の配偶者については、住民票などをこより確認できる方。（続柄が未届の夫又は妻）

　

○ 未成年（１８歳未満）のみの世帯等、一般に契約を結ぶことができない年齢にある場合は

　　

申込できません。

②

　　

現をこ住宅をこ困窮していることが明らかな方。

③

　　

令和５年５月３１日以前から現在まで引き続き八幡市をこ住民登録を行い、かつ現をこ

　　

八中番市をこ居住している方。

④

　　

市税等の滞納がない方。

⑤

　　

入居者及び同居者の所得の合計が、政令（公営住宅法施行令）で定められた収入

　　

基準以下であること。

⑥

　　

申込者又は同居しようとする親族が、八幡市暴力団排除条例第２条第３号をこ規定す

　　

る暴力団員等又は第２条第５号に規定する暴力団員と社会的をこ非難されるべき関係を

　　

有する者ではないこと。

⑦

　

単身で申込む方は、上記②～⑥の資格のほか、次項の資格を備えていなければなり

　

ません。

（注１） 他の公営住宅からの入居は認められません。ただし、結婚等特別の事情があって独立の

　　

ため世帯を分離する場合は、その限りではありません。

（注２） 単身での申し込みができる住宅は、「８募集住宅」の備考欄に単身者申込可と表示

　　

している住宅に限ります。

（注３） 現在の同居親族と別居して単身での入居申込は、原則としてできません。

（注４） 生活保護を受給されている方については、就労収入があり、住宅扶助の支給額が０円、

　　

もしくは少額の方に限ります。

（注５） 外国籍の方の申込は永住資格を持っている方に限ります。

（注６） パートナーシップ宣誓者については、八幡市が発行するパートナーシップ宣誓書受領書が必要です。



○単身での入居申込資格

１単身で申込む方は、次のいずれかの条件にあてはまること。

ァ６０歳以上の方

ィ身体障害者手帳の交付を受けている方（障がいの程度が１級から４級まで）

ゥ精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（障がいの程度が１級から３級まで）

ェ療育手帳の交付を受けている方（障がいの程度がＡからＢＩまで）

ォ戦傷病者手帳の交付を受けている方（障がいの程度が特別項症から第６項症まで、

　

又は第１款症であること。）

力厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者

キ生活保護を受けている方

　

※生活保護を受給されている方については、就労収入があり、住宅扶助の支給額

　　

が０円もしくは少額の方に限ります。

ク支援給付を受けている方（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

　

自立の支援に関する法律による受給者）

ケ海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の人）

コハンセン病療養所入所者等

サ加害者に対し保護命令が出されている等のＤＶ被害者（保護命令が出されてから５年

　

以内）

シ犯罪被害者等（犯罪等の被害により生計維持が困難になった方又は居住する住宅が

　

滅失・損壊等で居住できなくなった方等）

ス結核の長期療養者（１年以上入院している方で退院が認められる方又は退院後１年

　

以内の方等）

（注）身体上または精神上著しい障がいがあるために常時介護を必要とし、かつ、居宅において

　

介護をうけることができない、または受けることが困難であると認められる方は申込ができま

　　

せ－ん。

－３－



３ 申込についての注意

１

　

次のような場合は、申込みをされても失格となります。

　

①

　

申込書、その他必要書類の記載内容について証明ができないとき。

　

② 事実と違うことを書いて申し込んだとき。

　

③ 住民票、課税証明書、完納証明書その他八幡市が指定した必要な書類を提出されないとき。

２

　

自家所有者の申込について

　　　

自家所有者は原則として申込むことはできませんが、売却等により自家所有者でなく

　　

なる方で、媒介契約書、競売開始決定通知書等の書類を提出できる場合は、申込むこ

　　

とができます。

３

　

婚約者との申込について

　　

入居申込書にある婚約証明及び誓約を提出ください。ただし、入居は入籍後となり

　　

ます。

４

　

離婚協議中の申込について

　　

夫婦を分離しての申込は原則としてできませんが、現在協議離婚中の方は、申込む

　　

ことができます。ただし、入居までに離婚届受理証明書の提出が必要です。

－４－



４優先入居者選考方法

１ 優先入居対象住戸

　

府営軸団地１棟３０１号 （募集住宅参照）

２

　

優先入居対象者

　　

２ページの②～⑥の資格を備えており、下記の（１）～（５）のいずれかに該当する方。

　

八幡市住宅審議会において特に住宅に困窮していると認められた方。

（１） 「①ひとり親、障がい者（障がい児）世帯、高齢者世帯」で、かつ、

　

「②居住者数に比べ居住面積が著しく狭い世帯」、または「③現在の住宅家賃が著しく

　

高い世帯」

　

※ （１）においては、①の他、②又は③との２項目以上の合致が必要です。

（２）

　

ＤＶ被害・犯罪被害の事情がある・世帯（警察、家庭児童相談室、または人権センタ←

　

への通報があり、確認できる場合に限る。ＤＶ被害者については保護命令が出されて

　

から５年以内の方。）

（３）

　

府、または市の事業に伴い住宅、または構造物が買収対象となった世帯

（４）

　

災害（火災及び風水害等の自然災害）り災者で被害を受けた住居の復旧が困難な

　

世帯

（５）

　

その他、市の住宅政策により転居の必要がある世帯

３ 優先入居決定方法

対象住戸に申込みをされている方で、住宅審議会の審議を経て優先入居者に該当する方は、
抽選なく入居予定者と決定します。
ただし、該当者が複数いる場合は該当者間で公開抽選とし、その抽選にはずれた方は、再度

第２希望により公開抽選に参加していただきます。

５入居者選考方法

１

　

八幡市住宅審議会の審議を経て、申込資格があると認められた方（以下、申込資格者

　

という。）については、住宅別に公開抽選を行い入居予定者と決定します。

２

　

優先入居が決定された場合、優先入居対象住戸を第１希望とされている方は、第２希望

　

により公開抽選に参加していただきます。

３

　

優先入居対象住戸に優先入居該当者がいない場合は、第１希望（優先入居対象住戸）

　

での抽選となります。第１希望がはずれても、第２希望の抽選はできません。

４

　

申込資格者から入居希望がなかった住宅については、改めて募集することなく、抽選で

　

はずれた方の中から、希望する方による抽選とします。



６

　

収

　

入

　

基

　

準

次の（１）の①から③により入居予定者全員の年間所得金額を個別に求め、それぞれ（２）

に該当するものがあればその控除額を差し引き、控除後の額を合計したものが、入居予定

者全員の年間総所得金額となります。（３）の年間総所得金額による早見表の金額の範囲

内であれば、入居申込資格の収入基準を満たすことになります。

　

（１）所得金額の求め方

　

① 給与所得者の場合

　　　

次表により「年間総収入金額」から「年間総所得金額」を算出してください。

　　　

（２人以上の場合はそれぞれ算出したものを合算してください。）

【年間所得金額算出のしかた】

年

　

間

　

総

　

収

　

入

　

金

　

額 年

　

間

　

総

　

所

　

得

　

金

　

額

５５１，０００円未満 ０円

５５１，０００円以上～１，６１９，０００円未満 年間総収入金額－５５万円

１，６１９，０００円以上～１，６２０，０００円未満 １０６万９千円

１，６２０，０００円以上～１，６２２，０００円未満 １０７万円

１，６２２，０００円以上～１，６２４，０００円未満 １０７万２千円

１，６２４，０００円以上～１，６２８，０００円未満 １０７万４千円

１，６２８，０００円以上～１，８００，０００円未満 端数整理後の年間総収入金額×０，６十１０万円

１，８００，０００円以上～３，６００，０００円未満 端数整理後の年間総収入金額×０．７－８万円

３，６００，０００円以上～６，６００，０００円未満 端数整理後の年間総収入金額×０．８－４４万円

６，６００，０００円以上～８，５００，０００円未満 年間総収入金額×０．９－１１０万円

※ 端数整理の方法（年間総収入金額が１，６２８，０００円以上６，６００，０００円未満の場合のみ）

　

年間総収入金額を４，０００で除し、出た数の小数点以下を切捨て、４，０００をかけてください。

② 事業所得者の場合

　

年間総収入金額から必要経費を控除した額

③ 年金所得者の場合

　

次表により「年間年金総収入金額」から「年間年金総所得金額」を算出します。

　

（２人以上の場合はそれぞれ算出したものを合算してください。）



【年間年金所得金額算出のしかた】

受給者の年齢 年間年金総収入金額（Ａ） 年

　

間

　

年

　

金

　

総

　

所

　

得

　

金

　

額

６５歳未満の者

６０万円以下 ０円

６０万円を超え１３０万円未満 （Ａ）－６０万円

１３０万円以上４１０万円未満 （Ａ）×０，７５一２７万５千円

４１０万円以上７７０万円未満 （Ａ）×０，８５一６８万５千円

７７０万円以上１，０００万円未満 （Ａ）×０，９５一１４５万５千円

６５歳以上の者

１１０万円以下 ０円

１１０万円を超え３３０万円未満 （Ａ）－１１０万円

３３０万円以上４１０万円未満 （Ａ）×０．７５一２７万５千円

４１０万円以上７７０万円未満 （Ａ）×０．８５一６８万５千円

７７０万円以上１，０００万円未満 （Ａ）×０．９５一１４５万５千円

力Ｈ
未満の場合はその額）を控除します。

　

（２）収入計算で控除する種類と控除額

種

　　　　　　　

類 要

　　　　　　　　　　　　

件 控

　

除

　

額

老人控除対象配偶者
老 人 扶 養 親 族

７０歳以上の方 一人につき

　　

１０万円

特 定 扶 養 親 族 扶養親族のうち年齢１６歳以上２３歳未満の方
一人につき

　　

２５万円

陣

　　

が

　　

い

　　

者

（特別障がい者を除く）

［憂欝客かか］

イ

　

身体障害者手帳の交付を受けている方

口

　

戦傷病者手帳の交付を受けている方

ノ・

　

精神保健指定医等の判定により知的障がい者

　　

とき判定された方

　　

▲・Ｔ

　

．・・′［柚癌温Ｔ振り交付を受けている方一 ′－１７１」Ｆヰ一コｈ

　

白

一人につき

　　

２７万円

特 別

　

障 が

　

い 者 ・

右の要件のいずれか「

に該当すること

　　

」

イ

　

身体障害者手帳の交付を受けている方で１

　

級又は２級に該当する方

口

　

戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別

　

項症から第３項症までに該当する方
ノ・

　

原爆被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた方

ニ

　

心身喪失の状況にある方又は精神保健指定医

　

等の判定により重度の知的障がい者と判定され

　

た方

ホ

　

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

　

る方で１．級に該当する方

一人につき

　　

４０万円

‐７‐



種

　　　　　　　　

類 要

　　　　　　　　　　　　

件 控

　

除

　

額

寡

　　　　　　　

婦

［霞轟きづ

ィ

　

夫と離婚した後婚姻していない方で、

　

扶養親族を有し、年間の合計所得金額が

　

５００万円以下の方

ロ

　

ラミと死別した後婚姻していない方、あるいは

　

夫の生死が明らかでない方で、年間の合計所得

　

金額が５００万円以下の方

※

　

課税証明書やマイナンバ」で確認する

　　

課税情報から寡婦であるか判定します。

２７万円

所得金額が

２７万円未満

の場合はそ

の金額

ひ

　　

と

　

り

　　

親

陰三豊ずに］

ィ

　

現に婚姻をしていない方、

　

または配偶者の生死の明らかでない方

口

　

生計を一にする子のあること

ノ・

　

合計所得金額が５００万円以下であること

　

※

　

課税証明書やマイナンバーで確認する

　　

課税情報からひとり親であるか判定します。

３５万円

所得金額が

３５万円未満

の場合はそ

の金額

（３）年間総所得金額による基準早見表

収入
基準

同居親族及び扶養親族（申込者を除く）

０

　

人 １ 人 ２

　

人 ３

　

人 ４

　

人 ５

　

人

ー

　

般

　

０

　

～

１，８９６，０００

　

０

　

～

２，２７６，０００

　

０

　

～

２，６５６，０００

　

０

　

～

３，０３６，０００

　

０

～

３，４１６，０００

　

０

～

３，７９６，０００

裁量階層

　

０

　

～

２，５６８，０００

　

０

　

～

２，９４８，０００

　

０

　

～

３，３２８，０００

　

０

　

～

３，７０８，０００

　

０

　

～

４，０８８，０００

　

０

　

～

４，４６８，０００

－８－



裁量階層（入居申込資格の収入基準が緩ネ。される世帯）

次のいずれかに該当する世帯については、「年間総所得金額による早見表」の裁量階層

欄の金額となります。（入居申込資格の収入の上限が引き上げられます。）

世帯区分 要

　　　　　　

件 必

　

要

　

書

　

類

障

　

が

　

い

　

者

イ

　

申込者又は同居親族が身体障害者手帳の

　

交付を受けている場合 （障がいの程度が

　

１級から４級まで）

身体障害者手帳の写し

ロ

　

申込者又は同居親族が精神障害者保健福

　

祉手帳の交付を受けている場合 （障がい

　

の程度が１級又は２級）

精神障害者保健福祉手
帳の写し

ノ・

　

申込者又は同居親族が療育手帳の交付を

　

受けている場合 （陣がいの程度がＡから

　

ＢＩまで）

療育手帳の写し

高

　

齢

　

者

イ

　

申込者が６０歳以上で、 同居親族の方が全

　

員 「１８歳未満又は６０歳以上」 である場合

ロ

　

申込者が６０歳以上の者 （単身者）

世帯全員の住民票

戦

　

傷

　

病

　

者

　

申込者又は同居親族が戦傷病者手帳の交ィｔ

を受けている場合 （障がいの程度が特別項症

から第６項症まで、又は第１款症であること）

戦傷病者手帳の写し

原子爆弾被爆者

　

申込者又は同居親族が厚生労働大臣の認定

を受けている原子爆弾被爆者である場合
特別手当証書の写し

引

　　　

揚

　　

者

　

申込者又は同居親族が海外からの引揚者て
ある場合 （引き揚げた日から起算して５年以
内に限る）

厚生労働大臣の引揚者証
明書又は支給決定通知書
（自立支度金）の写し

ハンセン病療養所
入

　

所

　

者

　

等

　

平成８年３月３１日までの間に国立ハンセン挿

療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセ

ン病療養所に入所していた者

入所していたことを証
明する療養所長の証明
扉越

小 学生以下の
子どものいる世帯

　

入居時点において、 同居者に小学校６年生

以下 （入居後最初の４月１日時点で満１３歳未
満） の者がいる場合

世帯全員の住民票

多

　

子

　

世

　

帯
今回の受付期間初日において、 同居者に
１８歳未満の者が３人以上いる場合

世帯全員の住民票

新

　

婚

　

世

　

帯

　

今回の受付期間初田こおいて、 夫婦・婚羅
者とも４０歳未満でかつ婚姻後１年未満の者があ
る場合（夫婦構成に変更がない場合に限り、入居
日から起算して１０年間を裁量階層とします。）

婚姻届受理証明書等

－９－



７

　

申

　

込

　

方

　

法

必要書類

○ 市営住宅等入居申込書

○

　

令和８年度市府民税課税証明書（非課税の方は非課税証明書）

　

※扶養親族を除く申込者全員のマイナンバーカードがあれば不要。

　　

もしくは、八幡市に住民登録を行っている方は、個人番号確認書類１点

　　

（通知カード・個人番号の記載のある住民票）と本人確認書類

　　

１点（マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真の無い書類の場合は

　　

「氏名．生年月日」又は「氏名・住所」の記載のあるもの２点）

　　　　

●

　

世帯全員のものが必要です。（扶養親族は除く。）

　　　　

●

　

通知カードは、デジタル手続法施行日以降に氏名、住所等の記載事項に

　　　　　　

変更がない場合又は、変更手続きが取られている場合に限り、利用可。

○

　

申込者と同居親族全員の住民票の写し

※申込者全員のマイナンバーカードががあれば不要

　　

●

　

．住民票等は、世帯単位のものとし、世帯主・続柄を省略しないこと。

　　

・

　

続柄が判明しない場合は、戸籍謄本等が必要です。

　　

●

　

外国人の方は、「在留期間等」「在留期間満了日」「在留資格」「国籍・地域」

　　　　

も記載したものが必要です。

　　　

※外国籍の方の申込は永住資格を持っている方に限ります。

○ 完納証明書（納税義務者全員）

※納税義務者全員のマイナンバー力」ドがあれば不要。

○ 入居予定者に身体障がい者等がいる場合は、当該事実を証する書類（身体障害

　

者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の写し）

○ 生活保護を受けている方は、保護受給証明書及び直近３ケ月間の給与明細書

○ 支援給付を受けている方は、支援給付受給証明書

○ 婚姻の予定者がいる場合は、婚約証明書
※パートナーシップ宣誓者は八幡市が発行するパートナーシップ宣誓書受領書
○

　

大規模な火災、震災によりり災した者にあっては、その旨を証する書類

○ 単身者で申込みされる方は、（別表１）に記載した書類

○ その他市長が必要と認める書類
※ 必要書類の請求は郵送による請求も可（別表２）
※

　

当選した場合は課税証明書（非課税証明書）、住民票の写し、完納証明書等が

　

必要になります。必要書類が揃わない場合、当選は無効になります。

ーｌｏ‐



区

　　　　　

分 証

　

明

　

書

　

類

高

　　　

齢

　　　

者 住民票
身 体

　

障

　

が

　

い

　

者 身体障害者手帳の写し
精 神

　

障

　

が

　

い

　

者 精神障害者保健福祉手帳の写し

知

　

的

　

障 が い 者 療育手帳の写し

Ｄ

　

Ｖ

　

被

　

害

　

者 保護命令決定書の写し等
戦

　

傷

　

病

　　

者 戦傷病者手帳の写し

原子爆弾被爆者 特別手当証書の写し
生活保護法による
被

　　

保

　　

護

　　

者
生活保護受給証明書

支援給付受給者 支援給付受給証明書

引

　　　

揚

　　　

者 厚生労働大臣の引揚者証明書又は支給決定通知書（自立
支度金）の写し

ハンセン病療養所
入

　　

所

　　

者

　　

等

平成８年３月３１日までの間に国立ハンセン病療養所その他
の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた
ことを証明する療養所長の証明書

犯

　

罪

　

被

　

害

　

者 事前に市役所注七首壷ｉ爾までお問い合わせください。

結核の長期療養者 事前に市役所迂宅管下調までお問い合わせください。

（別表２）必要書類の郵送請求一覧表

必要書類 担当部署
（請求先等）

轡～速大

請求 請
求に必要なもの 請求方法

課税・非課税証

　

明書
税務課（市民税係、
ＴＥＬ：０７５‐９８３－２１６４）

可

申請書、本人確認書
類の写し、返信用封
筒（切手貼付）、定額
小為替は証明書１通
につき３００円（手数
料）

申請書を市のホーム
ページからダウン
ロードし、定額小為
替を郵便局で購入し
て、請求に必要なも
のを同封して、担当
部署にお送りくださ
し、

住民票

　　

市民課、
ＴＥＬ：０７５‐９８３…２７５９

可

請求書、本人確認書
類の写し、返信用封
筒（切手貼付）、定額
小為替は証明書１通
につき３００円（手数
料）

請求書を市のホーム
ページからダウン
ロードし、定額小為
替を郵便局で購入し
て、請求に必要なも
のを同封して、担当
部署にお送りくださ
し、

完納証明書 税務課（市民税係、ＴＥＬ：０７５－９８３－２１６４）
可

請求書、本人確認書
類の写し、返信用封
筒（切手貼付）、定額
小為替は証明書１通
につき３００円（手数
料）

Ｒ月水書を市のノトーム
ページからダウン
ロードし、定額小為
替を郵便局で購入し
て、請求に必要なも
のを同封して、担当
部署にお送りくださ
し、

‐１１－



その他

ｌ

　

ｆ

　

１営住宅等では、家賃のほか、別途、共益費等が必要です。

　

敷金は家賃の３ヶ月分が必要です。（契約時のお支払いとなります。）

２

　

駐車場使用料は別途４，０００円／月が必要です。空が無い場合があります。

　

駐車場を契約される場合は、駐車場使用料の３ヶ月分（１２，０００円）の保証金が必要です。

３

　

市営住宅等には、無断で他の親族等を同居させることはできません。

　

市・府営住宅では動物の飼育はできません。

５

　

その他条例・規則及び市の指示に従わなければなりません。

　

提出された書類は返却されませんのでご承知ください。

７

　

入居時に緊急連絡先が必要になります。

－１２‐



８

　

募集住宅
※１ 市営住宅では、家賃のほか、別途、共益費等が必要です。
※２

　

駐車場使用料は別途４，０００円／月必要です。空が無い場合があります。
※３

　

全て公共下水道です。ガスは都市ガスです。但し上ノ段団地はＬＰガスです。
※４

　

エレベーターは設置されていません。バリアフリー仕様になっていません。
※５

　

上ノ段団地はテレビアンテナは標準設置ではありません。

　

④の住戸にはアンテナがありません。視聴には、アンテナを設置する必要があります。

番号 種別 団地名 棟 部屋番号
建設
年度 構造 間取り 家賃月額 備

　　　

考

① 府営 美桜 ５ ｌｏｌ Ｓ５３
鉄筋コンク
リート造
（５階建）

３ＤＫ

　

Ｂ・Ｔ

４６・９ｏｎｆ
５，５００円～２７，１００円

　

１階
単身者申込可

番号 種別 団地名 棟 繋 建設年度 構造 間取り 家賃月額 備

　　　

考

② 府営 美桜 ５ ５０６ Ｓ５３
鉄筋コンク
リート造
（５階建）

３ＤＫ

　

Ｂ・Ｔ

４６．９０話
５，５００円～２７，１００円

　

５階
単身者申込可

番号 種別 団地名 棟 麗 建設年度 構造 間取り 家賃月額 備

　　　

考

⑧ 市営 清水井 １１ ２０２ Ｈ２６
鉄筋コンク
リート造
（２階建）

３ＤＫ

　

Ｂ‐Ｔ
６１・３・言

９，１００円～４４，８００円 ２階

街巾 トラ

番号 種別 団地名 棟 部屋番号
建設
年度 構造 間取り 家賃月額 備

　　　

考

④ 市営 上ノ段 ９ １０２ Ｈ３
鉄筋コンク
リート造
（２階建）

ＩＦ；１ＤＫ

　

Ｂ・Ｔ

２Ｆ：２部屋７４，３０ボ
９，７００円～４８，０００円 １階

‐Ｔ３‐



◎傷先入崖対象自宅

⑤ 府営 軸 ｌ ３０１ Ｓ５９
鉄筋コンク
リート造
（３階建）

４ＤＩく

　

Ｂ・Ｔ
７０，０ｏｍ
２ ８，２００円～４０，５００円 ３階

‐１４‐


